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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同期式移動通信網と非同期式移動通信網が混在しており、前記同期式及び非同期式移動
通信網加入者情報を貯蔵して管理するデュアル スタック ホーム位置登録器、位置追跡要
請システムから同期式又は非同期式移動通信端末機のいずれかである加入者端末機の位置
追跡要請を受信すれば、前記加入者端末機がローミングされた交換機に前記加入者端末機
の位置追跡を要求し、前記加入者端末機の位置情報を前記位置追跡要請システムに伝送す
るためのデュアル スタック位置追跡サービス センターを備え、前記同期式移動通信網及
び前記非同期式移動通信網が、各々位置決定部を備えるデュアル スタック 移動通信網で
の加入者位置追跡方法であり、
　前記位置追跡要請システムがデュアル スタック位置追跡サービス センターに非同期式
移動通信端末機である前記加入者端末の番号を伝送し、加入者端末機の位置をＧＰＳ衛星
及びＧＰＳ受信機により追跡することを要請することにより、前記デュアル スタック位
置追跡サービス センターが前記加入者端末機のダイヤリング番号を確認し、前記デュア
ル スタック ホーム位置登録器に前記加入者端末機の位置情報を要請する段階；
　前記デュアル スタック ホーム位置登録器が前記加入者端末機の位置情報を抽出し、前
記デュアル スタック位置追跡サービス センターに伝送する段階；
　前記デュアル スタック位置追跡サービス センターが、前記加入者端末機がローミング
された交換機を確認し非同期式移動通信網交換機に属しているものと確認されると、該当
非同期式移動通信網交換機に加入者位置追跡を要求する段階；
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　前記非同期式移動通信網交換機が、前記非同期式位置決定部に前記端末機位置情報を要
求する段階；
　前記加入者端末機にＧＰＳ受信機が装着されている場合、前記非同期式位置決定部が前
記加入者端末機と連動して前記加入者端末機の位置の追跡値を決定する段階；
　前記非同期式移動通信網交換機が前記非同期式位置決定部から前記加入者端末機の位置
情報を受信し、前記デュアル スタック位置追跡サービス センターに伝送する段階；及び
　前記デュアル スタック位置追跡サービス センターが、前記位置追跡要請システムに前
記加入者端末機の位置情報を伝送する段階；
を含むデュアル スタック移動通信網での加入者位置追跡方法。
【請求項２】
　前記デュアル スタック ホーム位置登録器が抽出する前記加入者端末機の位置情報は、
加入者識別子、加入者番号情報、端末機が属しているネットワーク ノード番号を含むこ
とを特徴とする請求項１記載のデュアル スタック移動通信網での加入者位置追跡方法。
【請求項３】
　前記非同期式移動通信網交換機が前記非同期式位置決定部に前記加入者端末機の位置情
報を要請して受信する段階は、前記非同期式移動通信網交換機が前記加入者端末機を認証
する段階をさらに含むことを特徴とする請求項１記載のデュアル スタック移動通信網で
の加入者位置追跡方法。
【請求項４】
　前記加入者端末機を認証する段階は前記加入者端末機が位置しているＰＬＭＮ（Ｐｕｂ
ｌｉｃ Ｌａｎｄ Ｍｏｂｉｌｅ Ｎｅｔｗｏｒｋ）、又は国家からの位置追跡要請が許容
されるのか認証する段階をさらに含むことを特徴とする請求項３記載のデュアル スタッ
ク移動通信網での加入者位置追跡方法。
【請求項５】
　前記非同期式移動通信網交換機が前記非同期式位置決定部に前記加入者端末機の位置情
報を要請して受信する段階は、前記非同期式移動通信網交換機が前記加入者端末機利用者
のプロファイルを確認し、前記加入者端末機が個人情報関連サービス提供状態を通報する
ことで指定しておいた場合、位置追跡事実を端末機に通報する段階をさらに含むことを特
徴とする請求項１記載のデュアル スタック移動通信網での加入者位置追跡方法。
【請求項６】
　前記デュアル スタック位置追跡サービス センターが前記位置追跡要請システムに前記
加入者端末機の位置情報を伝送する段階以後、前記加入者端末機の位置追跡内訳を記録す
る段階をさらに含むことを特徴とする請求項１記載のデュアル スタック移動通信網での
加入者の位置追跡方法。
【請求項７】
　前記デュアル スタック位置追跡サービス センターが前記位置追跡要請システムに前記
加入者端末機の位置情報を伝送する段階は、前記デュアル スタック位置追跡サービス セ
ンターが前記位置追跡値を実際地名情報に変換し、前記位置追跡要請システムに伝送する
ことを特徴とする請求項１記載のデュアル スタック移動通信網での加入者の位置追跡方
法。
【請求項８】
　前記デュアル スタック位置追跡サービス センターが前記位置追跡要請システムに前記
加入者端末機の位置情報を伝送する段階は、前記位置追跡値を受信した位置追跡要請シス
テムが前記位置追跡値を実際地名情報に変換することを特徴とする請求項１記載のデュア
ル スタック移動通信網での加入者の位置追跡方法。
【請求項９】
　同期式移動通信網と非同期式移動通信網が混在しており、前記同期式及び非同期式移動
通信網加入者情報を貯蔵して管理するデュアル スタック ホーム位置登録器、位置追跡要
請システムから同期式又は非同期式移動通信端末機のいずれかである加入者端末機の位置
追跡要請を受信すれば、前記加入者端末機の位置追跡を要求し、前記加入者端末機の位置
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情報を前記位置追跡要請システムに伝送するためのデュアル スタック位置追跡サービス 
センターを備え、前記同期式移動通信網及び前記非同期式移動通信網が、各々位置決定部
を備えるデュアル スタック移動通信網での加入者位置追跡方法であり、
　前記位置追跡要請システムがデュアル スタック位置追跡サービス センターに同期式移
動通信端末機である前記加入者端末の番号を伝送し、加入者端末機の位置をＧＰＳ衛星及
びＧＰＳ受信機により追跡することを要請することにより、前記デュアル スタック位置
追跡サービス センターが前記加入者端末機のダイヤリング番号を確認し、前記デュアル 
スタック ホーム位置登録器に前記加入者端末機の位置情報を要請する段階；
　前記デュアル スタック ホーム位置登録器が前記加入者端末機の位置情報を抽出し、前
記デュアル スタック位置追跡サービス センターに伝送する段階；
　前記デュアル スタック位置追跡サービス センターが、前記加入者端末機がローミング
された交換機を確認して同期式移動通信網交換機に属しているものと確認され、前記加入
者端末機にＧＰＳ受信機が装着される場合、該当同期式位置決定部に加入者位置追跡を要
求する段階；
前記同期式位置決定部が前記同期式移動通信網交換機に前記加入者端末機の位置追跡を要
請することにより、前記同期式移動通信網交換機が前記加入者端末機に資源及びチャンネ
ルを割り当てる段階；
　前記同期式位置決定部が前記加入者端末機と連動して前記加入者端末機の位置を追跡す
る段階；
　前記同期式位置決定部が前記加入者端末機の位置情報を補正した後、前記加入者端末機
の位置情報を前記デュアル スタック位置追跡サービス センターに伝送する段階；及び
　前記デュアル スタック位置追跡サービス センターが、前記位置追跡要請システムに前
記加入者端末機の位置情報を伝送する段階；
を含むデュアル スタック移動通信網での加入者位置追跡方法。
【請求項１０】
　前記デュアル スタック ホーム位置登録器が抽出する端末機の位置情報は、端末機の加
入者識別子、加入者番号情報、端末機が属しているネットワーク ノード番号を含むこと
を特徴とする請求項９記載のデュアル スタック移動通信網での加入者の位置追跡方法。
【請求項１１】
　前記同期式移動通信網交換機が前記加入者端末機に資源及びチャンネルを割り当てる段
階は、ＳＭＤＰＰ（ＳＭＳ Ｄｅｌｉｖｅｒｙ Ｐｏｉｎｔ ｔｏ Ｐｏｉｎｔ）及びデータ
 バースト メッセージを利用することを特徴とする請求項９記載のデュアル スタック移
動通信網での加入者の位置追跡方法。
【請求項１２】
　前記デュアル スタック位置追跡サービス センターが前記位置追跡要請システムに前記
加入者端末機の位置情報を伝送する段階以後、前記加入者端末機の位置追跡内訳を記録す
る段階をさらに含むことを特徴とする請求項９記載のデュアル スタック移動通信網での
加入者の位置追跡方法。
【請求項１３】
　前記デュアル スタック位置追跡サービス センターが前記位置追跡要請システムに前記
加入者端末機の位置情報を伝送する段階は、前記デュアル スタック位置追跡サービス セ
ンターが前記位置追跡値を実際地名情報に変換し、前記位置追跡要請システムに伝送する
ことを特徴とする請求項９記載のデュアル スタック移動通信網での加入者の位置追跡方
法。
【請求項１４】
　前記デュアル スタック位置追跡サービス センターが前記位置追跡要請システムに前記
加入者端末機の位置情報を伝送する段階は、前記位置追跡値を受信した位置追跡要請シス
テムが前記位置追跡値を実際地名情報に変換することを特徴とする請求項９記載のデュア
ル スタック移動通信網での加入者の位置追跡方法。
【請求項１５】
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　同期式移動通信網と非同期式移動通信網が混在しており、前記同期式及び非同期式移動
通信網加入者情報を貯蔵して管理するデュアル スタック ホーム位置登録器、位置追跡要
請システムから同期式又は非同期式移動通信端末機のいずれかである加入者端末機の位置
追跡要請を受信すれば、前記加入者端末機がローミングされた交換機に前記加入者端末機
の位置追跡を要求し、前記加入者端末機の位置情報を前記位置追跡要請システムに伝送す
るためのデュアル スタック位置追跡サービス センターを備え、前記同期式移動通信網及
び前記非同期式移動通信網が、各々位置決定部を備えるデュアル スタック移動通信網で
の加入者位置追跡方法であり、
　前記位置追跡要請システムが前記デュアル スタック位置追跡サービス センターに非同
期式移動通信端末機である前記加入者端末機の番号を伝送し、加入者端末機の位置をセル
基盤で追跡することを要請することにより、前記デュアル スタック位置追跡サービス セ
ンターが前記加入者端末機のダイヤリング番号を確認し、前記デュアル スタック ホーム
位置登録器に前記加入者端末機の位置情報を要請する段階；
　前記デュアル スタック ホーム位置登録器が、前記加入者端末機がローミングしている
交換機を確認した後、前記非同期式移動通信網交換機に加入者位置情報を要求する段階；
　前記加入者端末機と基地局間のページングにより前記基地局が前記加入者端末機の位置
を把握し、前記加入者端末機の位置情報を前記非同期式移動通信網交換機に伝送すること
により、前記非同期式移動通信網交換機が前記デュアル スタック ホーム位置登録器に前
記加入者端末機位置情報を伝送する段階；及び
　前記デュアル スタック ホーム位置登録器が、前記デュアル スタック位置追跡サービ
ス センターに前記加入者端末機の位置情報を伝送する段階；
を含むデュアル スタック移動通信網での加入者の位置追跡方法。
【請求項１６】
　前記デュアル スタック ホーム位置登録器が前記非同期式移動通信網交換機に加入者の
位置情報を要求する段階は、前記加入者端末機の位置情報要求とともに加入者の状態及び
現在位置情報を伝送することを特徴とする請求項１５記載のデュアル スタック移動通信
網での加入者の位置追跡方法。
【請求項１７】
　前記基地局で前記加入者端末機の位置を確認する方法は、ＡＯＡ（Ａｎｇｌｅ ｏｆ Ａ
ｒｒｉｖａｌ）方法、ＴＯＡ（Ｔｉｍｅ ｏｆ Ａｒｒｉｖａｌ）方法、ＴＤＯＡ（Ｔｉｍ
ｅ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ ｏｆ Ａｒｒｉｖａｌ）方法中いずれか一つを利用することを
特徴とする請求項１５記載のデュアル スタック移動通信網での加入者の位置追跡方法。
【請求項１８】
　前記非同期式移動通信網交換機が前記デュアル スタック ホーム位置登録器に前記加入
者端末機の位置情報を伝送する段階は、前記加入者情報及び加入者状態の情報をさらに伝
送することを特徴とする請求項１５記載のデュアル スタック移動通信網での加入者の位
置追跡方法。
【請求項１９】
　前記デュアル スタック ホーム位置登録器が前記デュアル スタック位置追跡サービス 
センターに前記加入者端末機の位置情報を伝送する段階は、前記加入者端末機が属してい
る交換機のＩＤ、地域ＩＤを含んで伝送することを特徴とする請求項１５記載のデュアル
 スタック移動通信網での加入者の位置追跡方法。
【請求項２０】
　前記デュアル スタック ホーム位置登録器が前記デュアル スタック位置追跡サービス 
センターに前記加入者端末機の位置情報を伝送する段階は、前記加入者端末機の位置把握
に失敗した場合、位置把握失敗原因を含んで伝送することを特徴とする請求項１９記載の
デュアル スタック移動通信網での加入者の位置追跡方法。
【請求項２１】
　前記デュアル スタック位置追跡サービス センターが前記位置追跡要請システムに前記
加入者端末機の位置情報を伝送する段階以後、前記加入者端末機の位置追跡内訳を記録す
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る段階をさらに含むことを特徴とする請求項１５記載のデュアル スタック移動通信網で
の加入者の位置追跡方法。
【請求項２２】
　前記デュアル スタック位置追跡サービス センターが前記位置追跡要請システムに前記
加入者端末機の位置情報を伝送する段階は、前記デュアル スタック位置追跡サービス セ
ンターが前記位置追跡値を実際地名情報に変換し、前記位置追跡要請システムに伝送する
ことを特徴とする請求項１５記載のデュアル スタック移動通信網での加入者の位置追跡
方法。
【請求項２３】
　前記デュアル スタック位置追跡サービス センターが前記位置追跡要請システムに前記
加入者端末機の位置情報を伝送する段階は、前記位置追跡値を受信した位置追跡要請シス
テムが前記位置追跡値を実際地名情報に変換することを特徴とする請求項１５記載のデュ
アル スタック移動通信網での加入者の位置追跡方法。
【請求項２４】
　同期式移動通信網と非同期式移動通信網が混在しており、前記同期式及び非同期式移動
通信網加入者情報を貯蔵して管理するデュアル スタック ホーム位置登録器、位置追跡要
請システムから同期式又は非同期式移動通信端末機のいずれかである加入者端末機の位置
追跡要請を受信すれば、前記加入者端末機がローミングされた交換機に前記加入者端末機
の位置追跡を要求し、前記加入者端末機の位置情報を前記位置追跡要請システムに伝送す
るためのデュアル スタック位置追跡サービス センターを備え、前記同期式移動通信網及
び前記非同期式移動通信網が、各々位置決定部を備えるデュアル スタック移動通信網で
の加入者位置追跡方法であり、
　前記位置追跡要請システムが前記デュアル スタック位置追跡サービス センターに同期
式移動通信端末機である前記加入者端末の番号を伝送し、加入者端末機の位置をセル基盤
で追跡することを要請することにより、前記デュアル スタック位置追跡サービス センタ
ーが前記加入者端末機のダイヤリング番号を確認し、前記デュアル スタック ホーム位置
登録器に前記加入者端末機の位置情報を要請する段階；
　前記デュアル スタック ホーム位置登録器が、前記加入者端末機がローミングしている
交換機を確認した後、前記同期式移動通信網交換機に前記加入者端末機の位置を追跡する
ことを要請する段階；
前記加入者端末機と基地局間のページングにより前記基地局が前記加入者端末機の位置を
把握し、前記加入者端末機の位置情報を前記同期式移動通信網交換機に伝送することによ
り、前記同期式移動通信網交換機が前記デュアル スタック ホーム位置登録器に前記端末
機位置情報を伝送する段階；及び
　前記デュアル スタック ホーム位置登録器が、前記デュアル スタック位置追跡サービ
ス センターに前記同期式移動通信網交換機から受信した前記加入者端末機の位置情報を
伝送する段階；
を含むデュアル スタック移動通信網での加入者の位置追跡方法。
【請求項２５】
　前記デュアル スタック ホーム位置登録器が前記同期式移動通信網交換機に前記加入者
端末機の位置を追跡することを要請する段階で、前記加入者端末機のダイヤリング番号及
び機器番号を含んで伝送することを特徴とする請求項２４記載のデュアル スタック移動
通信網での加入者の位置追跡方法。
【請求項２６】
　前記基地局で前記加入者端末機の位置を確認する方法は、ＡＯＡ（Ａｎｇｌｅ ｏｆ Ａ
ｒｒｉｖａｌ）方法、ＴＯＡ（Ｔｉｍｅ ｏｆ Ａｒｒｉｖａｌ）方法、ＴＤＯＡ（Ｔｉｍ
ｅ Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ ｏｆ Ａｒｒｉｖａｌ）方法中いずれか一つを利用することを
特徴とする請求項２４記載のデュアル スタック移動通信網での加入者の位置追跡方法。
【請求項２７】
　前記同期式移動通信網交換機が前記デュアル スタック ホーム位置登録器に前記加入者
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端末機の位置情報を伝送する段階で、前記加入者端末機がローミングしている交換機のＩ
Ｄ、地域ＩＤを含んで伝送することを特徴とする請求項２４記載のデュアル スタック移
動通信網での加入者の位置追跡方法。
【請求項２８】
　前記同期式移動通信網交換機が前記デュアル スタック ホーム位置登録器に前記加入者
端末機の位置情報を伝送する段階は、前記加入者端末機の位置把握に失敗した場合、位置
把握失敗原因を含んで伝送することを特徴とする請求項２４記載のデュアル スタック移
動通信網での加入者の位置追跡方法。
【請求項２９】
　前記デュアル スタック位置追跡サービス センターが前記位置追跡要請システムに前記
加入者端末機の位置情報を伝送する段階は、前記デュアル スタック位置追跡サービス セ
ンターが前記位置追跡値を実際地名情報に変換し、前記位置追跡要請システムに伝送する
ことを特徴とする請求項２４記載のデュアル スタック移動通信網での加入者の位置追跡
方法。
【請求項３０】
　前記デュアル スタック位置追跡サービス センターが前記位置追跡要請システムに前記
加入者端末機の位置情報を伝送する段階は、前記位置追跡値を受信した位置追跡要請シス
テムが前記位置追跡値を実際地名情報に変換することを特徴とする請求項２４記載のデュ
アル スタック移動通信網での加入者の位置追跡方法。
【発明の詳細な説明】
〔発明の目的〕
〔発明の属する技術分野及びその分野の従来技術〕
　本発明は移動通信システム加入者の位置追跡方法に関し、より詳しくは同期式移動通信
網と非同期式移動通信網が混在している移動通信網でデュアル スタック ホーム位置登録
器及びデュアル スタック位置追跡サービス センターを利用し、同期式及び非同期式移動
通信網加入者の位置を追跡するための方法に関する。
【０００１】
　無線インターネットとは、移動通信とインターネットの結合で移動中に無線でインター
ネット情報を送受信することができるサービスを言う。無線インターネットは、短文文字
情報サービス（ＳＭＳ）方式とＷＡＰ／ＭＥのようなブラウザ搭載方式を経て、最近は有
線インターネットのような多様なマルチメディア サービスを楽しめるミドルウェア基盤
の無線インターネット サービス方式に区分されている。無線インターネットの一番大き
い特徴は、個人の移動通信端末機使用に伴うより一層個人化されたサービスを活用するこ
とができ、使用者の移動性に基づいた固有の情報を提供できるとのことである。移動通信
端末機使用者の個人化と移動性を結合して提供可能な無線インターネット サービスの中
、最近浮上しているサービスに位置基盤サービスを挙げることができる。
【０００２】
　位置基盤サービスは、移動通信端末機に基づき人や事物の位置を正確に把握してこれを
活用する応用システム及びサービスを通称する。位置基盤サービスは移動通信技術、イン
ターネット技術、端末技術、空間情報処理技術及び多様なコンテンツ技術との統合技術で
、主要サービスには使用者の位置を検索しその周囲の交通情報を検索してサービスする交
通情報サービス、故障を起こした自動車の位置を自動検索し牽引車を送る車両緊急状況サ
ービス、突然の事故による負傷を治療するため一番近い応急室の位置をサービスする応急
状況サービス、移動通信装備を利用する位置に従い料金を異にする位置基盤支払サービス
、使用者の位置から一番近く低廉な又は使用者の嗜好に合う注油所、休憩所、飲食店等の
位置を知らせる生活情報サービス等数多いのサービスがある。
【０００３】
　現在の２世代及び２．５世代の同期式移動通信網では、このような位置基盤サービスに
対するサービス規格が定義され標準化されて実際常用化しているが、３世代非同期式移動
通信網が導入されることにより、同期式移動通信網と非同期式移動通信網間の連動及び互
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換が可能な位置基盤サービスに対する規格が定義されていないため、同期式及び非同期式
の移動通信網が混在した網で連続的な位置基盤サービスを提供することができない問題点
がある。
【０００４】
〔発明が達成しようとする技術的課題〕
　本発明は前述した問題点を解決するため案出されたものであり、デュアル スタック位
置追跡サービス センターを利用し同期式移動通信網及び非同期式移動通信網が混在した
網で、連続的な加入者の位置追跡が可能になるようにする位置追跡方法を提供することに
その技術的課題がある。
【０００５】
　本発明の他の技術的課題は、移動通信端末機のＧＰＳ受信機搭載の可否及び位置追跡要
請システムが要求するサービスの正確度に応じて移動通信端末機の位置をＧＰＳ基盤、又
はセル基盤で追跡することにある。
【０００６】
〔発明の構成〕
　位置追跡技術はページングを介した端末の位置領域情報や訪問位置登録器の情報を利用
する網基盤（セル基盤）技術と、ＧＰＳ受信機を利用するハンドセット基盤技術に区別さ
れるが、セル基盤方式は追加費用なく現在の移動通信端末機をそのまま利用して端末機の
位置を追跡することができる長所のある一方、基地局のセル大きさや処理方式により位置
正確度が低下する点を勘案しなければならない。ハンドセット基盤方式は移動通信端末機
にＧＰＳ受信機を追加して装着しなければならない費用の問題はあるが、非常に正確な位
置を測定することができる長所がある。
【０００７】
　本発明では同期式移動通信網と非同期式移動通信網が混在した網（デュアル スタック
移動通信システム）で、各加入者に対する位置追跡方法を提示する。さらに、移動通信端
末機の位置追跡において、移動通信端末機のＧＰＳ受信機搭載の可否及び位置追跡要請シ
ステムが要求したサービスの正確度に応じてＧＰＳ基盤方式、又はセル基盤方式を利用す
る。
【０００８】
　以下では、添付の図面を参照して本発明の好ましい実施例をより詳しく説明することに
する。
【０００９】
　図１は、本発明が適用されるデュアル スタック移動通信網の主要構成を説明するため
の図面である。
【００１０】
　図示のように、デュアル スタック移動通信網（Ｄｕａｌ Ｓｔａｃｋ Ｍｏｂｉｌｅ Ｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｎｅｔｗｏｒｋ）は同期式移動通信網１０、非同期式移動通
信網２０、ＩＰ網３０、ＳＳ７網４０、デュアル スタック ホーム位置登録器（Ｄ－ＨＬ
Ｒ、５０）、デュアル スタック位置追跡サービス センター（Ｄｕａｌ Ｓｔａｃｋ Ｍｏ
ｂｉｌｅ Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ Ｃｅｎｔｅｒ；Ｄ－ＭＰＣ、６０）を含む。
　同期式移動通信網１０は２／２．５Ｇ用、及び／又は２／２．５Ｇと３Ｇ兼用の移動端
末機と無線区間通信のための基地局１１０、基地局１１０の制御のための基地局制御器（
ＢＳＣ）１２０、一つ以上の前記基地局制御器１２０と連結され呼の交換のための２／２
．５Ｇ交換機（２／２．５Ｇ ＭＳＣ）１３０、公衆電話交換網（ＰＳＴＮ）７０と２／
２．５Ｇ交換機１３０の間に連結され、公衆電話交換網７０と網連動及び呼の交換のため
の２／２．５Ｇ中継交換機（２／２．５Ｇ ＣＧＳ）１５０、前記基地局制御器１２０と
インターネット プロトコル網（ＩＰ Ｎｅｔｗｏｒｋ、３０）間に連結され、パケット 
データ サービスのためのパケット データ サービング ノード（ＰＤＳＮ、１６０）を含
む。
【００１１】
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　さらに、同期式移動通信網１０はＧＰＳ受信機が搭載される同期式位置決定部（Ｐｏｓ
ｉｔｉｏｎ Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ Ｅｎｔｉｔｙ；ＰＤＥ、１４０）をさらに含み
、位置追跡要請システム８０がデュアル スタック位置追跡サービス センター６０に端末
機の位置追跡を要請すれば、該当端末機がＧＰＳ受信機搭載の端末機であるかを確認し、
ＧＰＳ受信機が搭載された同期式移動通信端末機と連動して移動通信端末機の位置を決定
する。
【００１２】
　移動通信端末機の位置が決定されると、同期式位置決定部１４０はこれをデュアル ス
タック位置追跡サービス センター６０に伝送し、デュアル スタック位置追跡サービス 
センター６０は決定された緯度、経度、高度でなる位置情報を実際地名情報に変換して位
置追跡要請システム８０に伝送する。位置情報を実際地名情報に変換するのはデュアル 
スタック位置追跡サービス センター６０で行わず、位置追跡要請システム８０で行うよ
うにすることも可能であり、位置情報を実際地名情報に変換するためデュアル スタック
位置追跡サービス センター６０、又は位置追跡要請システム８０は地理座標と実際地名
をマッチングさせ貯蔵したデータベースを備えるのが好ましい。一方、ＧＰＳ受信機が搭
載されていない端末機の場合は同期式位置決定部１４０で位置を追跡するのではなく、交
換機１３０でページングを介して端末機の位置を決定する。
【００１３】
　デュアル スタック位置追跡サービス センター６０は位置追跡要請システム８０から端
末機の位置追跡要請を受信すれば、該当端末機番号をデュアル スタック ホーム位置登録
器５０に伝送して端末機情報を要請し、同期式位置決定部１４０に端末機情報を伝送し位
置追跡を要請するか、端末機が属している交換機に端末機の位置追跡を要求し、同期式位
置決定部１４０又は交換機から端末機の位置追跡結果を受信してこれを位置追跡要請シス
テム８０に伝送する。
さらに、非同期式移動通信網２０は３Ｇ用及び／又は２／２．５Ｇと３Ｇ兼用の移動端末
機と無線区間通信のための基地局としてのノードＢ２１０、ノードＢ２１０の制御のため
の無線網制御器（ＲＮＣ）２２０、一つ以上の前記無線網制御器２２０と連結され呼の交
換のための３Ｇ交換機（３Ｇ ＭＳＣ）２４０、公衆電話交換網（ＰＳＴＮ）７０と３Ｇ
交換機２４０の間に連結され、公衆電話交換網７０との網連動及び呼の交換のための３Ｇ
ゲート交換機（ＧＭＳＣ）２３０、無線網制御器２２０とＩＰ網３０間に連結され移動端
末機の位置トラック（ｔｒａｃｋ）を保持し、接近制御及び保安機能を行うＳＧＳＮ（Ｓ
ｅｒｖｉｎｇ ＧＰＲＳ Ｓｕｐｐｏｒｔ Ｎｏｄｅ）２６０、ＩＰ網３０と連結して連結
された網の外部パケットとの連動を支援し、前記ＳＧＳＮとＩＰ基盤パケット ドメイン
ＰＬＭＮバックーボン網を媒介に連結されたＧＧＳＮ（Ｇａｔｅｗａｙ ＧＰＲＳ Ｓｕｐ
ｐｏｒｔ Ｎｏｄｅ）２７０を含む。
【００１４】
　さらに、非同期式移動通信網２０はＧＰＳ受信機が搭載される非同期式位置決定部（Ｓ
ｅｒｖｉｎｇ Ｍｏｂｉｌｅ Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ｃｅｎｔｅｒ；ＳＭＬＣ）２５０をさら
に含み、位置追跡要請システム８０による端末機（ＧＰＳ 受信機が搭載された移動通信
端末機）の位置追跡要請が受信されると、ＧＰＳ受信機が搭載された非同期式移動通信端
末機と連動して移動通信端末機の位置を決定する。ＧＰＳ受信機が搭載されない端末機の
場合は非同期式位置決定部２５０で位置を追跡するのではなく、交換機２４０でページン
グを介して端末機の位置を決定する。
【００１５】
　ＳＳ７網４０は２／２．５Ｇ交換機１３０、 ２／２．５Ｇ中継交換機１５０、３Ｇ交
換機２４０、３Ｇゲート交換機２３０、ＳＧＳＮ２６０及び前記ＧＧＳＮ２７０を相互網
連結して相互呼の処理交換を行う。
【００１６】
　さらに、デュアル スタック ホーム位置登録器（Ｄｕａｌ Ｓｔａｃｋ ＨＬＲ、５０）
はＳＳ７網４０と連結され、同期式及び非同期式移動通信網加入者に対する位置登録等の
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呼の処理データベースを統合管理し、既存の２／２．５Ｇホーム位置登録器の機能及び３
Ｇホーム位置登録器の機能を全て行う。
【００１７】
　図２は非同期式移動通信網で本発明の一実施例による加入者位置追跡方法（Ｌｏｃａｔ
ｉｏｎ Ｔｒａｃｋｉｎｇ Ｍｅｔｈｏｄ）を説明するためのフロー図であり、位置追跡要
請システム８０が高い正確度で、即ちＧＰＳ衛星及び受信機による位置追跡を要請し、位
置追跡対象が非同期式移動通信端末機であり、この端末機にＧＰＳ受信機が搭載されてい
てこれにより端末機の位置を追跡する場合を示す図面である。
【００１８】
　位置追跡要請システム８０が、デュアル スタック位置追跡サービス センター６０に追
跡しようとする移動通信端末機の番号（ＭＳＩＳＤＮ）を伝送し、加入者端末機の位置追
跡を要求すれば（Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ｒｅｑｕｅｓｔ）（Ｓ１０１）、デュアルスタック
位置追跡サービス センター６０は位置追跡要請システム８０が位置追跡を要請した端末
機のダイヤリング番号（ＭＳＩＳＤＮ）を確認し、デュアル スタック ホーム位置登録器
５０にダイヤリング番号（ＭＳＩＳＤＮ）と共に該当端末機の位置情報を要請する（ＳＲ
ＩＦＯＲＬＣＳ［ＭＳＩＳＤＮ］；Ｓｅｎｄ Ｒｏｕｔｉｎｇ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ 
ｆｏｒ Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ｓｅｒｖｉｃｅ）（Ｓ１０２）。
【００１９】
　これを受信したデュアル スタック ホーム位置登録器５０は、該当端末機の加入者識別
子（ＩＭＳＩ）、加入者番号情報（ＭＩＮ）、端末機がローミングされているネットワー
ク ノード番号を含む加入者の位置情報を抽出してデュアル スタック位置追跡サービス 
センター６０に伝送する（ｓｒｉｆｏｒｌｃｓ［ＩＭＳＩ，ＭＩＮ，Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｎ
ｏｄｅ Ｎｕｍｂｅｒ］）（Ｓ１０３）。デュアル スタック位置追跡サービス センター
６０は、この応答信号から端末機が同期式移動通信網１０交換機に属しているのか非同期
式移動通信網２０交換機に属しているのかを確認し（Ｓ１０４）、非同期式移動通信網２
０交換機に属しているものと確認されると、該当交換機２４０に加入者位置を確認するこ
とを要求する（ＰＲＯＶＩＤＥＳＵＢＳＣＲＩＢＥＲＬＯＣＡＴＩＯＮ）（Ｓ１０５）。
【００２０】
　以後、３Ｇ交換機２４０は端末機認証を行うが（Ｓ１０６）、この時端末機が他ＰＬＭ
Ｎ（Ｐｕｂｌｉｃ Ｌａｎｄ Ｍｏｂｉｌｅ Ｎｅｔｗｏｒｋ）又は他の国家に位置する場
合、端末機が位置しているＰＬＭＮ又は他の国家からの位置追跡要請が許容されるのか認
証する段階を追加して行うのが好ましい。さらに、３Ｇ交換機２４０は該当端末機を利用
する加入者プロファイルを確認し、該当端末機が個人情報関連サービス提供時これを通報
することに指定しておいた場合は位置追跡事実を端末機に通報する（ＬＣＳ Ｌｏｃａｔ
ｉｏｎ Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｉｎｖｏｋｅ）（Ｓ１０７）。位置追跡事実が端末機
に伝送されると、端末機はこれに対する許容可否を通報する（ＬＣＳ Ｌｏｃａｔｉｏｎ 
Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｒｅｔｕｒｎ Ｒｅｓｕｌｔ）（Ｓ１０８）。
【００２１】
　これにより、交換機２４０は非同期式位置決定部２５０に該当端末機の位置情報を要求
し（Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ｒｅｐｏｒｔ Ｃｏｎｔｒｏｌ）（Ｓ１０９）、非同期式位置決定
部２５０は端末機と連動して端末機の位置を追跡する（Ｓ１１０）。本実施例で端末機は
ＧＰＳ受信機を備えているので、非同期式位置決定部２５０は指定されたサービス品質を
満足させる位置追跡値（端末機の緯度、経度、高度）及び誤差度が決定されると、これを
３Ｇ交換機２４０に伝送する（ｌｏｃａｔｉｏｎｒｅｐｏｒｔ）（Ｓ１１１）。
【００２２】
　端末機の位置を受信した交換機２４０は段階（Ｓ１０５）の加入者位置要求に対する応
答信号として、端末機の位置をデュアル スタック位置追跡サービス センター６０に伝送
し（ｐｒｏｖｉｄｅｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒｌｏｃａｔｉｏｎ）（Ｓ１１２）、デュアル 
スタック位置追跡サービス センター６０はこの位置追跡値を実際地名情報に変換して位
置追跡要請システム８０に伝送する（Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ｒｅｓｕｌｔ）（Ｓ１１３）。
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位置追跡値を実際地名情報に変換する過程は位置追跡要請システム８０で行うことも可能
であり、位置追跡値を実際地名情報に変換するためデュアル スタック位置追跡サービス 
センター６０、又は位置追跡要請システム８０は座標値と実際地名をマッチングさせ貯蔵
したデータベースを備えなければならない。
【００２３】
　図３は、同期式移動通信網で本発明の一実施例による加入者位置追跡方法を説明するた
めのフロー図であり、位置追跡要請システムが高い正確度、即ちＧＰＳＧ衛星及び受信機
による位置追跡を要請し位置追跡対象が同期式移動通信端末機であり、この端末機にＧＰ
Ｓ受信機が搭載されていてこれにより端末機の位置を追跡する場合を示す図面である。
【００２４】
　位置追跡要請システム８０が、デュアル スタック位置追跡サービス センター６０に追
跡しようとする移動通信端末機の番号（ＭＳＩＳＤＮ）を伝送して加入者端末機の位置追
跡を要求すれば（Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ｒｅｑｕｅｓｔ）（Ｓ２０１）、デュアルスタック
位置追跡サービス センター６０は位置追跡要請システム８０が位置追跡を要請した端末
機のダイヤリング番号（ＭＳＩＳＤＮ）を確認し、デュアル スタック ホーム位置登録器
５０にダイヤリング番号（ＭＳＩＳＤＮ）と共に該当端末機の位置情報を要請する（ＳＲ
ＩＦＯＲＬＣＳ［ＭＳＩＳＤＮ］；Ｓｅｎｄ Ｒｏｕｔｉｎｇ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ 
ｆｏｒ Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ｓｅｒｖｉｃｅ）（Ｓ１０２）。
【００２５】
　これを受信したデュアル スタック ホーム位置登録器５０は、該当端末機の加入者識別
子（ＩＭＳＩ）、加入者番号情報（ＭＩＮ）、端末機がローミングされているネットワー
ク ノード番号を含む加入者の位置情報を抽出しデュアル スタック位置追跡サービス セ
ンター６０に伝送する（ｓｒｉｆｏｒｌｃｓ［ＩＭＳＩ，ＭＩＮ，Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｎｏ
ｄｅ Ｎｕｍｂｅｒ］）（Ｓ１０３）。デュアル スタック位置追跡サービス センター６
０は、この応答信号から端末機が同期式移動通信網１０交換機に属しているのか非同期式
移動通信網２０交換機に属しているのかを確認し（Ｓ２０４）、同期式移動通信網１０交
換機１３０に属しているものと確認されると、非同期式位置決定部１４０に加入者位置を
確認することを要求する（ＧＰＯＳＲＥＱ［ＰＯＳＲＥＱＴＹＰＥ，ＥＳＮ，ＭＩＮ，Ｍ
ＳＣＩＤ］）（ＧＰＯＳＲＥＱ；Ｇｅｏ Ｐｏｓｉｔｉｏｎ Ｒｅｑｕｅｓｔ）（Ｓ２０５
）。これにより、同期式位置決定部１４０は２／２．５Ｇ交換機１３０に位置追跡を要求
し、２／２．５Ｇ交換機１３０は該当端末機に位置追跡のための資源及びチャンネルを割
り当てる（Ｓ２０６）。ここで、位置追跡のための端末機に資源及びチャンネルを割り当
てる段階（Ｓ２０６）では、ＳＭＤＰＰ（ＳＭＳ Ｄｅｌｉｖｅｒｙ Ｐｏｉｎｔ ｔｏ Ｐ
ｏｉｎｔ）及びデータ バースト メッセージを利用し、メッセージ フロー手続きはＩＳ
－８０１－１規格に従う。
【００２６】
　以後、同期式位置決定部１４０は端末機と連動して端末機の位置を追跡する（Ｓ２０７
）。同期式位置決定部１４０は端末機の正確な緯度、経度及び高度座標を抽出し、端末機
の位置追跡値を許容された誤差範囲内に補正する（Ｓ２０８）。端末機の位置が決定され
ると、同期式位置決定部１４０は段階（Ｓ２０５）の加入者位置要求に対する応答信号と
して端末機の位置をデュアル スタック位置追跡サービス センター６０に伝送し（ｇｐｏ
ｓｒｅｑ［ＰＯＳＩＮＦＯ，ＰＯＳＲＥＳＵＬＴ］）（Ｓ２０９）、デュアル スタック
位置追跡サービス センター６０はこの位置追跡値を実際地名情報に変換した後、位置追
跡要請システム８０に伝送する（Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ｒｅｓｕｌｔ）（Ｓ２１０）。
【００２７】
　位置追跡値を実際地名情報に変換する過程は位置追跡要請システム８０で行うことも可
能であり、位置追跡値を実際地名情報に変換するためデュアル スタック位置追跡サービ
ス センター６０、又は位置追跡要請システム８０は座標値と実際地名をマッチングさせ
貯蔵したデータベースを備えなければならない。
【００２８】
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　以後、位置追跡のため端末機に割り当てた資源及びチャンネルを解除する（Ｓ２１１）
。
【００２９】
　図４は、非同期式移動通信網で本発明の他の実施例による加入者位置追跡方法を説明す
るためのフロー図であり、位置追跡対象が非同期式移動通信端末機であり、位置追跡要請
システムが低い正確度で位置追跡を要請し端末機の位置をセル基盤方式で追跡する場合を
示す図面である。位置追跡要請システム８０がデュアル スタック位置追跡サービス セン
ター６０に追跡しようとする移動通信端末機の番号（ＭＩＮ）を伝送し加入者端末機の位
置追跡を要求すれば（Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ｒｅｑｕｅｓｔ）（Ｓ３０１）、デュアル スタ
ック位置追跡サービス センター６０は位置追跡要請システム８０が位置追跡を要請した
端末機の識別番号（ＭＩＮ）を確認し、デュアル スタック ホーム位置登録器５０に端末
機識別番号（ＭＩＮ）と共に該当端末機の位置情報を要請する（ＰＡＧＥＲＥＱ［ＭＩＮ
］）（Ｓ３０２）。
【００３０】
　これを受信したデュアル スタック ホーム位置登録器５０は該当端末機がローミングし
ている３Ｇ交換機を確認した後、該当交換機２０に位置情報要請信号、加入者状態及び現
在位置情報と共に加入者の位置を追跡することを要請する（ＰＲＯＶＩＤＥＳＵＢＳＣＲ
ＩＢＥＲＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ［Ｌｏｃａｔｉｏｎｉｎｆｏ，ＳｕｂｓｃｒｉｂｅｒＳ
ｔａｔｅ，ＣｕｒｒｅｎｔＬｏｃａｔｉｏｎ］）（Ｓ３０３）。
【００３１】
　本実施例で位置追跡対象となる端末機はＧＰＳ受信機が搭載されない端末機なので、端
末機の位置はページングを介し把握することができる（Ｓ３０４）。セル基盤端末機の位
置追跡方法には、基地局で端末機から送信される信号の到来角を測定し端末機の位置を測
定するＡＯＡ（Ａｎｇｌｅ Ｏｆ Ａｒｒｉｖａｌ）方法、電波の到達時間を利用する方法
で電波伝達時間を測定し端末機の位置を求めるＴＯＡ（Ｔｉｍｅ Ｏｆ Ａｒｒｉｖａｌ）
方法、二つの基地局から電波到達時刻の相対的な差を利用するＴＤＯＡ（Ｔｉｍｅ Ｄｉ
ｆｆｅｒｅｎｃｅ Ｏｆ Ａｒｒｉｖａｌ）方法等がある。
【００３２】
　このように端末機の位置を受信した交換機２４０は、ホーム位置登録器に加入者情報及
び加入者状態を含む加入者の位置追跡値を伝送し（ｐｒｏｖｉｄｅｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ
ｉｎｆｏ［Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒｉｎｆｏ， ＳｕｂｓｃｔｒｉｂｅｒＳｔａｔｅ］）（
Ｓ３０５）、デュアル スタック位置追跡サービス センター６０に該当端末機の位置追跡
値を端末機が属している交換機のＩＤ、地域ＩＤと共に伝送し（ｐａｇｅｒｅｑ［ＭＳＣ
ＩＤ， ＬｏｃａｔｉｏｎＡｒｅａＩＤ］）（Ｓ３０６）、デュアル スタック位置追跡サ
ービス センター６０はこの位置追跡値を実際地名情報に変換した後、位置追跡要請シス
テム８０に伝送する（Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ｒｅｓｕｌｔ）（Ｓ３０７）。
【００３３】
　位置追跡値を実際地名情報に変換する過程は位置追跡要請システム８０で行うことも可
能であり、位置追跡値を実際地名情報に変換するためデュアル スタック位置追跡サービ
ス センター６０、又は位置追跡要請システム８０は座標値と実際地名をマッチングさせ
て貯蔵したデータベースを備えなければならない。
【００３４】
　一方、段階（Ｓ３０４）で端末機の位置把握に失敗した場合、デュアル スタック ホー
ム位置登録器５０はｐａｇｅｒｅｑメッセージに失敗原因を設定し（ＡＣＣＤＥＮ）、位
置追跡要請システム８０に伝送することが好ましい。
【００３５】
　図５は、同期式移動通信網で本発明の他の実施例による加入者位置追跡方法を説明する
ためのフロー図であり、位置追跡対象が同期式移動通信端末機であり、位置追跡要請シス
テムが低い正確度で位置追跡を要請し端末機の位置をセル基盤方式で追跡する場合を示す
図面である。
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【００３６】
　位置追跡要請システム８０が、デュアル スタック位置追跡サービス センター６０に追
跡しようとする移動通信端末機の番号（ＭＩＮ）を伝送し加入者端末機の位置追跡を要求
すれば（Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ｒｅｑｕｅｓｔ）（Ｓ４０１）、デュアル スタック位置追跡
サービス センター６０は位置追跡要請システム８０が位置追跡を要請した端末機の識別
番号（ＭＩＮ）を確認し、デュアル スタック ホーム位置登録器５０に端末機識別番号（
ＭＩＮ）と共に該当端末機の位置情報を要請する（ＰＡＧＥＲＥＱ［ＭＩＮ］）（Ｓ４０
２）。
【００３７】
　これを受信したデュアル スタック ホーム位置登録器５０は該当端末機がローミングし
ている２／２．５Ｇ交換機を確認した後、該当交換機１３０に端末機のダイヤリング番号
及び機器番号を伝送し端末機の位置を追跡することを要請する（ＰＡＧＥＲＥＱ［ＭＩＮ
，ＥＳＮ］）（Ｓ４０３）。
【００３８】
　本実施例で位置追跡対象となる端末機はＧＰＳ受信機が搭載されない端末機なので、端
末機の位置はページングを介し把握することができる（Ｓ４０４）。セル基盤端末機の位
置追跡方法には、基地局で端末機から送信される信号の到来角を測定し端末機の位置を測
定するＡＯＡ（Ａｎｇｌｅ Ｏｆ Ａｒｒｉｖａｌ）方法、電波の到達時間を利用する方法
で電波伝達時間を測定し端末機の位置を求めるＴＯＡ（Ｔｉｍｅ Ｏｆ Ａｒｒｉｖａｌ）
方法、二つの基地局から電波到達時刻の相対的な差を利用するＴＤＯＡ（Ｔｉｍｅ Ｄｉ
ｆｆｅｒｅｎｃｅ Ｏｆ Ａｒｒｉｖａｌ）方法等がある。
【００３９】
　このように端末機の位置追跡値を受信した交換機１３０は、デュアル スタック ホーム
位置登録器５０に端末機がローミングしている交換機のＩＤ、地域ＩＤを含む加入者位置
追跡値を伝送し（ｐａｇｅｒｅｑ［ＭＳＣＩＤ， ＬｏｃａｔｉｏｎＡｒｅａＩＤ］）（
Ｓ４０５）、デュアル スタック ホーム位置登録器５０はデュアル スタック位置追跡サ
ービス センター６０にこのメッセージを伝達する（Ｓ４０６）。次いで、デュアル スタ
ック位置追跡サービス センター６０は端末機の位置追跡値を実際地名情報に変換した後
、位置追跡要請システム８０に伝送する（Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ｒｅｓｕｌｔ）（Ｓ４０７
）。
【００４０】
　位置追跡値を実際地名情報に変換する過程は位置追跡要請システム８０で行うことも可
能であり、位置追跡値を実際地名情報に変換するためデュアル スタック位置追跡サービ
ス センター６０、又は位置追跡要請システム８０は座標値と実際地名をマッチングさせ
貯蔵したデータベースを備えなければならない。
【００４１】
　段階（Ｓ４０４）で端末機の位置把握に失敗した場合、デュアル スタック ホーム位置
登録器５０はｐａｇｅｒｅｑメッセージに失敗原因（ＡＣＣＤＥＮ）を設定し、位置追跡
要請システム８０に伝送することが好ましい。
【００４２】
　図２乃至図５で説明した位置追跡方法で、デュアル スタック位置追跡サービス センタ
ー６０は位置追跡要請システム８０に端末機の位置情報を伝送した後、端末機の位置追跡
内訳を記録したＰＤＲ（Ｐｏｓｉｔｉｏｎ Ｄｅｔａｉｌ Ｒｅｃｏｒｄ）を生成する過程
をさらに行うことができる。さらに本発明で、位置追跡対象となる移動通信端末機は非同
期式移動通信網に存在するか同期式移動通信網に存在するかにより、またＧＰＳ受信機の
搭載可否及び位置追跡要請システムが要求したサービスの正確度により位置追跡が可能に
なる。
【００４３】
　このように、本発明の属する技術分野の当業者は、本発明がその技術的思想や必須的特
徴を変更せずに他の具体的な形態に実施され得るとのことを理解することができるはずで
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ある。そうなので、以上で記述した実施例等は全ての面で例示的なものであり、限定的な
のではないものとして理解しなければならない。本発明の範囲は前記詳細な説明よりは後
述する特許請求範囲により示され、特許請求範囲の意味及び範囲、またその等価概念から
導き出される全ての変更、又は変形された形態が本発明の範囲に含まれるものと解釈され
なければならない。
【００４４】
〔発明の効果〕
　以上で説明した本発明は、非同期式移動通信網と同期式移動通信網が混在した網でデュ
アル スタック ホーム位置登録器及びデュアル スタック位置追跡サービス センターを利
用し、非同期式移動通信網加入者及び同期式移動通信網加入者の位置追跡が可能になる。
さらに、移動通信端末機にＧＰＳ受信機の搭載可否及び位置追跡要請システムが要求した
サービスの正確度により適切な位置追跡が可能であり、プロトコルが相違した網間の連動
により世代間連続的なサービスを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、本発明が適用されるデュアル スタック移動通信網の構成を説明する
ための図面。
【図２】　図２は、非同期式移動通信網で本発明の一実施例による加入者位置追跡方法を
説明するためのフロー図。
【図３】　図３は、同期式移動通信網で本発明の一実施例による加入者位置追跡方法を説
明するためのフロー図。
【図４】　図４は、非同期式移動通信網で本発明の他の実施例による加入者位置追跡方法
を説明するためのフロー図。
【図５】　図５は、同期式移動通信網で本発明の他の実施例による加入者位置追跡方法を
説明するためのフロー図である。
【符号の説明】
１０ 同期式移動通信網
２０ 非同期式移動通信網
３０ ＩＰ網
４０ ＳＳ７網
５０ デュアル スタック ホーム位置登録器
６０ デュアル スタック位置追跡サービス センター
７０ 公衆電話交換網
８０ 位置追跡要請システム
１１０ 基地局
１２０ 基地局制御器
１３０ ２／２．５Ｇ交換機
１４０ 同期式位置決定部
１５０ ２／２．５Ｇ中継交換機
１６０ パケット データ サービング ノード
２１０ ノードＢ
２２０ 無線網制御器
２３０ ゲート交換機
２４０ ３Ｇ交換機
２５０ 非同期式位置決定部
２６０ ＳＧＳＮ
２７０ ＧＧＳＮ
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